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１　はじめに

平成2�年３月の東日本大震災それに伴う大津波

により当市は市制施行以来最大の被害を受け、現

在も復興に向け全市を挙げて取り組んでいる状況

にある。

私は当時宮古市危機管理監を拝命しており、発

災から退職した６月まで対策本部で復興に向かい

合う日々であった。今回自らが経験した被災地対

応について検証も交えて振り返ることで防災に携

わる方々の今後の参考としていただければ幸いで

ある。

２　宮古市の被害状況等

⑴　津波の規模

最大波　8.5メートル以上

（潮位計破損で実測不可能12メート以上と推計）

遡上高　最高40メートル

⑵　被害の状況

ア　被害推計総額　245,660,884千円

イ　人的被害（死者・行方不明者）

　　男性　251人　女性266人

　　合計　517人

ウ　住家被害

全壊　　　　　5,968棟

大規模半壊　　1,��5棟

半壊　　　　　1,006棟

その他被害　　2,259棟

合計　　　　　6,9�4棟

３　地震発生時の状況

平成2�年３月11日14時46分にかつて経験したこ

とのない激しい地震に見舞われた。文字通り立っ

て歩くこともできず、その場に座り込んで、ひた

すら収まるのを待つ以外に術はなかった。後の気

象庁発表によればマグニチュード9.0という、こ

れは戦後最大の超巨大地震とのことであった。私

は揺れが収まった直後から漠然とではあるが、な

にかしら大きな災害に結び付くという予兆を感じ

ていた。市庁舎は当地域の最大河川である閉伊川

河口に近い場所に立地しており、川との直線距離

は15メートル程であった。私の部署は６階建の４

階にあり、窓から河川が見渡せる状況であった。

地震直後は水面には特段の変化は見られなかった。

後の情報によれば直後に潮位に20センチ程の変化

があったことが記録されているが、肉眼で確認で

きる変化ではなかった。地震直後から全国瞬時警

報システム（J アラート）が起動し、大津波警報

を発信しだした。当市では防災行政無線を市内一

円に整備しており、そのスピーカーから大津波の

到来を告知する放送が繰り返し流されている。放

送内容が大津波の襲来から３メートルを超える津

波が予測されること、更にはその後６メートル超

える規模であるとの内容となっていた。

４　地震津波へ初動対応

この時間帯は、市の執務時間中であり、年度末

の転出入手続等で来訪されている市民も少なくな
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いことから、とっさの判断で庁舎の１～２階の来

訪者を職員に案内させ６階の大会議室に避難誘導

させた。これらを行いながらも大津波警報発令時

の危機管理マニュアルに従い、市内各所に指定し

てある避難所の開設を担当する初動班はそれぞれ

の担当避難所へ出動していった。その後庁舎テラ

スから水面監視していた職員から水面に著しい変

化が表れているとの報告があり、確認するためテ

ラスに出てみると、普段３メートル程の水位のあ

る川が底を見せており、急激にその範囲が拡大し

ている状況で、大津波の襲来を覚悟した。

それから1～２分経過した15時20分頃と記憶し

ているが、沖合から真っ黒い水の塊が湧き出るよ

うに陸地に迫ってくるのが目視できた。庁舎と川

の間には８メートルの道路が走り、更に川岸には

水面から８メートルの防潮堤が整備されているの

であるが、これが視野を遮っており、津波到来

を目視できない車が海沿いの方向へ走行してい

る。また、自転車で走行している市民も見受けら

れ、それらに対して庁舎テラスから職員が大声で

呼びかけをしても、声が届かず走り去っていく状

況であった。その直後黒い水塊が川側の防潮堤に

到達した途端に一気にそれを乗り越え道路を走り、

庁舎敷地に到達した。敷地内には約40台の公用車、

来訪者の車輛が駐車していたが、それらが一斉に

浮き上がり不規則に水の流れに漂い始めた。それ

からはただ防潮堤から乗り越えてくる水を注視し

ている以外、為す術がなかったというのが本音で

ある。

言うまでもないが津波は文字通り波状で襲来す

る。当然押し寄せた波はものすごい勢いで引いて

いく。この時には破壊した建物、車輛等が引き波

によって海に押し出されていく。私は半分ぐらい

水没した車両の窓に手と顔をつけたままの市民が

目の前を流されていくのを息を殺して見送るしか

なかった。車輛の電気系統が破壊され、窓を開け

れず、水圧によりドアも開かない状況で流されて

いったもので残念ながら、犠牲となったものと推

測している。

この大津波の第一波の到来と前後して、J ア

ラートからは８メートルを超える大津波との情報
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写真１　３月11日午後３時18分。底が見えるほど潮が

引いた閉伊川。避難を呼び掛ける消防車が防波

堤沿いを走る

写真２　３月11日午後３時23分。真っ黒に染まった波

は水位を上げ、ごう音とともに市街地へと流れ

込んだ

写真３　３月11日午後３時25分。防波堤より高くなっ

た海面。波は堰を切ったように一気に市街地へ

とあふれ込む
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が発せられたが、市内といえども地域によっては

到達時間が異なり甚大な被害を被った地域におい

ては残念ながら多くの防災行政無線の屋外放送用

のスピーカー搭載の鉄塔の殆どは被災し、倒壊し

ていたものと推測され、特に情報が必要な地域

に情報伝達が行われない結果となってしまった。

（屋外放送施設�0�柱中56本倒壊）

市では地震発生と同時刻に災害対策本部を設置

したが、来訪市民の安全確保等を優先し全ての市

民の誘導安全確認が終了した後に、第一回目の本

部会議は津波到来後の午後４時に開催した。こ

こでは14時46分に津波浸水想定区域（5,277世帯、

12,842人）に避難指示を発令したことが報告され、

未曾有の大災害であることから、第一義的には市

民の救出を最優先とし、財産等の物的財産の保護

については重きを置く状況にはないことを確認し

た。市の組織は予め策定してある危機管理マニュ

アルに則っての行動をとることは勿論であるが、

それらでは対応しきれないケースについては、今

後継続して開催する本部会議で協議することを確

認した。（本部会議は翌朝まで12回開催した）こ

の中で、市民救助と併せて被害状況の把握を最優

先とすることも確認されたが、大津波警報継続発

令中であり、防潮堤で遮断され水が引かず、午前

２時現在でも周辺の水位が50センチあることから

庁舎外に出れる状況ではなく、孤立状態であるこ

とから、外部の安全が確認されるまでは、庁舎内

に避難している市民への対応、翌日以降の行動に

ついて、担当部門ごとに綿密な打ち合わせを行う

ことしか行えない状況であった。

また、当市の庁舎には非常用の自家発電装置が

整備されておらず、唯一危機管理課で管理してい

た小型発電機１台を稼働させテレビで外部情報を

得るしかなく、本部会議も複数の懐中電灯で明か

りを取るという状態であった。今にして思えば自

家発電装置の設置までは望まないものの、中型発

電機等は常備しておくべきだったと反省している。

翌朝（12日）午前６時を過ぎてから漸く水も引

き、外に出れるようになり、偵察に出向けるよう

になり、また、外部からの来訪者からの情報提供

等により断片的ではあるが、かつてない規模の被

害であることが判明した。被害調査担当職員が可

能な限り市内に出て調査を開始することとするが、

この時点ではなお大津波警報が発令中であり（３

月12日20時20分津波警報に切り替え。３月1�日津

波注意報に切り替え、３月1�日17時58分注意報解

除）人的・物的にも甚大な被害を受けたと推測さ

れる臨海部へ立ち入ることは困難な状況であり、

制約を受ける中、複数の職員でチーム編成し、被

害調査を実施した。

その結果については、同日（12日）夕方の対策

本部で報告されたが、地域によってはすべての建

物が破壊されている地域がかなりの行政区となっ

ていること、また、大規模半壊、半壊以上の被害

を受けている行政区もあることが報告された。し

かし、調査地域は全て避難指示地域であるために

住民は避難している状況であり、いくつかの遺体

らしきものを目撃したが、人的被害について確認

は不可能であることが報告された。これらを把握

する方法について直ちに検討すべきとしたものの、

基本となるべき住民票等の公的データーを保管し

ているデーターベースが稼働できる状況にないこ

とから稼働開始時に直ちに取りかかる準備をして

置くこととした。

12日夕方には被災していない内陸部の地域住民

等（当市は内陸部の村と平成の大合併で市に組み

込まれた旧村が２地域存在）から大量の「おにぎ

り」が搬入されたことから、浸水域を経由せず到

達可能な避難所へ車輛あるいは徒歩にて可能な限

り配送した。この際に其々の避難所への避難市民

の人数等のカウントも行った。第一回目の配送時

には正直避難民の数が把握できていないこともあ

り、必要数に満たない数しか届けられないことも

実際にあったが、共助の精神が働きトラブルもな

く分け合って食べていただいた。これ以降につい

ては避難所ごとの人員を把握でき、若干の人員の
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増減があったものの必要数を継続して配送できた。

しかし、一両日後、避難しているのに食料等の必

要物資が届かないとの連絡が複数届けられた。こ

れは市があらかじめ指定していた避難所（19か

所）の外に住民が独自に地域の集会所、寺院等に

避難して自然発生した言わば自主避難所（66か

所）あり、これらを把握するまでに若干の時間を

要してしまい不自由な思いをさせてしまい申し訳

なく思っている反面、少ない人数での想定してい

ない事態への対応には限界があるとの思いも抱い

ている。

危機管理マニュアルの中に、行政による避難所

の管理運営が規定されており、其々の避難所の開

設、備蓄物品の配布等を行う初動班職員を任命し

ていたが、指定避難所の４倍の避難所が開設され

たことにより、それらの避難所運営に職員を配置

することとなり（中には老健施設、福祉施設等で

配置の必要がない避難所もあり）新たに40名程の

人員確保が求められた。この結果他の災害対応職

員をローテーションで対応させたが、避難所に

よっては職員との密接なコミュニティーが必要と

の見地から同一職員の常駐を求める意見があり、

其々の意向との調整を図りつつ、人員確保に苦慮

した。

市内には最終的には85か所の避難所が開設され、

最大時8,889人が身を寄せた。また、避難所に寝

泊まりはしないものの、ライフラインが完全に断

たれていることから、食料を含めた物資を求めて

集まる市民が多数あり、同じ被災者であることか

ら同様のサービスを行うことを決定した。当市の

給食はセンター調理方式となっていたので、１度

に5,000食の調理が可能な調理センターを柱に調

理し、加えて被災していない地域からの搬入で乗

り切ったが、毎回１万食の手配は厳しいもので

あった。被災から２ケ月経過した時点で、学校が

再開され、給食センターは本来の業務を開始する

ため、被災者用の炊事は不可能との申し出を受け

た。この時点では避難民の数も減少していたこと

から、その後は民間の業者からの仕出し弁当で対

応した。

この様に日々定期的にいかに安定して食料等の

物資を配送したかであるが、当初市職員の輪番制

も行ったが他の業務との兼ね合いもあり、継続が

困難となり、１週間程度経過後には大手宅配業者

の全面的な協力を得て、宅配業者による配送、ま

た、各避難所からの必要物資リストを受け取り、

市のストックヤードに届け、翌日配送するシステ

ムを構築したことにより、乗り切ることができた。

発災から２日経過した1�日になると国の各機関、

他の自治体から続々と救援隊が救援物資を携えて

現地入りが始まり、消防庁の指令により、緊急援

助隊が緊急車両（ポンプ車・救急車）持ち込みで

400名程度の待機が完了、自衛隊は�500名規模で

北海道から到着、その他警察、海上保安庁も車輛、

図１　物資の動き（模索期）
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図２　物資の動き（安定期）
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船舶で集結し14日からは本格的な復旧活動が開始

された。

この段階での本部対応の主要業務は其々の機関

の活動の調整を図ることに没頭することとなった。

本部会議を朝夕開催し、日々の活動を確認し、所

属が異なるチームが機能的に活動ができる環境整

備に努めた。当市では本部会議の外、市庁舎から

車で５分ほどの場所で被災を免れた消防庁舎（自

家発完備）に自衛隊前線本部が設けられたことも

あり、国他の行政機関で構成される連絡会議が設

置され、市の本部会議と連携しながら自衛隊で不

足している重機を市内建設業者から借り上げ提供、

更には地元事情に精通している消防団員の動員な

ど連係プレーにより、行方不明者の捜索もスムー

ズに行えた。

その後の１ヶ月は休日返上でひたすら捜索と瓦

礫撤去、そして避難所運営に明け暮れた。

５月に入るとステージが変化し、市内幹線道路

沿いの瓦礫の撤去作業は殆ど終息し、応援部隊も

それぞれ規模が縮小となり、避難所の市民も建設

が開始された仮設住宅への入居への準備を始める

など少しずつ復旧・復興へ向かう一筋の光に市が

進みだしているのを実感できた。以上が発災時か

ら一応の落ち着きを取り戻すまでの、行政の動き

であった。

５　結び

当地域には「津波てんでんこ」という言葉が語

り伝えられている。これは津波の時は人のこと構

わず、自らの命を守れとの教えである。今回も年

老いた母と２人の50代の娘の３人が同時に家から

避難し1人の娘はひとりで走り、もう一方は母の

手を引いて走ったという。時間にして２分、距離

にして50メートル移動して、1人で避難した娘が

振り返ると２人の姿はなかったという。この残さ

れた娘の行動を非難する者はいないが、本人は肉

親を見捨てたとの津波の呪縛から生涯逃れられな

いのではないだろうか。

現在、其々の地域では災害発生時における災害

弱者の避難について、様々な検討が行われ対策が

示されている。しかし、自らの命を守るのが精いっ

ぱいの状況においての共助体制構築は極めて重い

課題ではないだろうか。

地域の共助体制構築等の行動マニュアルに基づ

く体制整備は机上では容易に策定されると考えら

れる。

しかし、発災時に現実に対応できるものとする

には、かなり練りこまなければならないと、経験

した者として警鐘を鳴らしておきたい。

また、この震災に関して一番もどかしく感じた

のが、通信の断絶である。今回、当市は完全に通

信手段を失った。被災状況、被災地で必要として

いる物資の情報を発信できないがゆえに、必要な

物資と救援物資とのミスマッチが続き、飲料水、

毛布等災害時の第一段階の物資は既に充足してい

るのに、その後も大型トラックで大量に届く物資

は、飲料水、毛布等が多く、不足している成人用

の「おしめ」は届かず届くのは子供用のみといっ

た状況が通信が回復するまで続いた。また、消防

の緊急援助隊の救急車が10台待機しているのに殆

ど出場できない。電話が不通であり住民からの救

急要請の声が届かないのである。これが何人かの

災害関連死に繋がったのではとの思いは未だに捨

てきれてはいない。

この震災を契機に衛星電話等を多くの自治体に

配備され、十分と思われがちであるが、通話先の

衛星電話の番号を確認するなどの運用面への準備

があって初めて機能するものであり、平時から試

験通話等で自らの行動マニュアルに組み込む習慣

を付けておく必要があると考える。

この震災対応に関わった一人として大自然を相

手にした時に「防災」よりは「減災」の立場で取

り組むべきではないかと感じている。長年に渡っ

て構築されてきた防潮堤等のハード面の対策が破

壊され、甚大な被害となったと指摘する声もある
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が、それらがあったからこそ、直撃の衝撃が緩和

され一定の住民の命が守られたとの考えもある。

ハード面を過信し過ぎる事は危険ではあるが、一

定の役割は果たしたと考えている。防災行政の使

命とされる「住民の命と財産を守る」との理念否

定するものではないが、時として守る命そして捨

てる財産という考えも必要ではないだろうか。

最後に、当地域を始め全ての被災地に寄せられ

た全国からの温かい支援に心から感謝し、このよ

うな災害が繰り返されないことを願っている。
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